
   鶴ヶ島市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例 

 鶴ヶ島市議会議員の議員報酬等に関する条例（昭和４４年条例第３号）の一部を次

のように改正する。 

第５条第２項中「１００分の２１５」を「１００分の２２０」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 


